
JP 2005-290673 A5 2007.5.10

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ４ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 19年 5月 10日 (2007.5.10)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2005-290673(P2005-290673A)
【 公 開 日 】 平 成 17年 10月 20日 (2005.10.20)
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2005-041
【 出 願 番 号 】 特 願 2004-102808(P2004-102808)
【 国 際 特 許 分 類 】
                        Ｅ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ Ｄ    9/02     (2006.01)   9/02     (2006.01)   9/02     (2006.01)   9/02     (2006.01)   9/02     (2006.01)   9/02     (2006.01)   9/02     (2006.01)   9/02     (2006.01)
                        Ｅ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ Ｄ    5/10     (2006.01)   5/10     (2006.01)   5/10     (2006.01)   5/10     (2006.01)   5/10     (2006.01)   5/10     (2006.01)   5/10     (2006.01)   5/10     (2006.01)
                        Ｅ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ ＤＥ ０ ３ Ｄ   13/00     (2006.01)  13/00     (2006.01)  13/00     (2006.01)  13/00     (2006.01)  13/00     (2006.01)  13/00     (2006.01)  13/00     (2006.01)  13/00     (2006.01)
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｅ ０ ３ Ｄ    9/02          
   Ｅ ０ ３ Ｄ    5/10          
   Ｅ ０ ３ Ｄ   13/00          
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 20日 (2007.3.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
小 便 器 が 使 用 さ れ る 毎 に 該 小 便 器 洗 浄 の た め の 通 常 洗 浄 水 を 供 給 す る と 共 に 、 こ の 通 常 洗
浄 と は 異 な る 所 定 タ イ ミ ン グ で 殺 菌 水 を 供 給 す る 小 便 器 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 小 便 器 の
所 定 期 間 内 の 使 用 量 に 基 づ い て 、 前 記 殺 菌 水 の を 切 替 え る 制 御 手 段
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 小 便 器 洗 浄 装 置 。   
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ 記 載 の 小 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 小 便 器 の 一 日 に お け る 使 用 量 が
設 定 値 を 超 え た 時 に 、 前 記 殺 菌 水 の を 切 替 え る こ と を 特 徴 と す る 小
便 器 洗 浄 装 置 。   
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 小 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 前 記 小 便 器 の 所 定 期 間 内
の 使 用 量 が 予 め 設 定 さ れ た 閾 値 を 超 え る と 、 前 記 殺 菌 水 の 供 給 を 定 時 間 間 隔 で 行 う こ と を
特 徴 と す る 小 便 器 洗 浄 装 置 。   
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ ～ ３ 何 れ か 一 項 記 載 の 小 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 殺 菌 水 は 洗 浄 水 路 管 に 設 け ら れ
た 銀 電 解 槽 か ら 電 解 に よ っ て 生 成 さ れ る 銀 イ オ ン 水 で あ る こ と を 特 徴 と す る 殺 菌 水 生 成 装
置 。   
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 １ ～ ４ 何 れ か 一 項 記 載 の 小 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 小 便 器 の 排 水 が 合 流 す る 横 引 き
排 水 管 へ 、 給 水 管 か ら 直 接 洗 浄 水 を 供 給 す る 水 路 管 と 電 磁 弁 を 設 け 、 前 記 殺 菌 水 の 供 給 タ
イ ミ ン グ に 合 わ せ て 前 記 電 磁 弁 を 開 弁 す る こ と を 特 徴 と す る 小 便 器 洗 浄 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ま た 、 小 便 器 の 洗 浄 を 行 う 際 に 、 任 意 の 回 数 を 殺 菌 水 に て 洗 浄 す る 小 便 器 洗 浄 装 置 も 知
ら れ て い る が （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ 参 照 ） 、 殺 菌 水 の タ イ ミ ン グ が 便 器 の 使 用 に 基 づ く 通
常 洗 浄 の タ イ ミ ン グ に 限 定 さ れ る た め 、 便 器 の 非 使 用 が 長 時 間 継 続 す る と 殺 菌 水 が 供 給 さ
れ る ま で の 間 隔 が 長 く な り 、 菌 の 増 殖 に よ っ て 殺 菌 水 の 機 能 が 充 分 に 発 揮 さ れ ず 尿 石 抑 制
が 十 分 に で き な い 恐 れ が あ る 。 こ れ ら が 顕 著 に 結 果 に 反 映 さ れ る の は 使 用 人 数 の 多 い 現 場
で あ っ た 。
　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ３ ０ ３ １ ２ ８ ０ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 １ １ － ２ ４ ７ ２ ５ ７ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 平 １ ０ － ８ ２ ０ ８ ８ 号 公 報
【 特 許 文 献 ４ 】 特 開 平 １ １ － １ ０ ６ ７ ９ １ 号 公 報
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 の よ れ ば 、 小 便 器 が 使 用 さ れ る 毎 に 該 小
便 器 洗 浄 の た め の 通 常 洗 浄 水 を 供 給 す る と 共 に 、 こ の 通 常 洗 浄 と は 異 な る 所 定 タ イ ミ ン グ
で 殺 菌 水 を 供 給 す る 小 便 器 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 小 便 器 の 所 定 期 間 内 の 使 用 量 （ 使 用 回
数 や 積 算 使 用 時 間 ） に 基 づ い て 、 前 記 殺 菌 水 の （ 供 給 時 間 間 隔 や 供
給 時 刻 ） を 切 替 え る 制 御 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 し か も 、 本 発 明 は 、 殺 菌 水 の を 小 便 器 の 使 用 量 に 応 じ て 切 替 え る
。 小 便 器 使 用 量 と し て 使 用 回 数 と 積 算 使 用 時 間 の い ず れ か ／ ま た は 両 方 を 検 出 す る 。 い ず
れ も 小 便 器 と そ の 排 水 管 に 投 入 さ れ た 小 便 量 の 指 標 と な る 。 小 便 量 が 多 い ほ ど 尿 石 が で き
や す く な る の で 、 殺 菌 水 の 吐 水 回 数 を 増 や す こ と に よ っ て 、 尿 石 の 生 成 を 抑 え る こ と が で
き る 。
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さ ら に 、 殺 菌 水 に て 洗 浄 す る 小 便 器 洗 浄 装 置 が 知 ら れ て い る が 、 何 れ も 、 殺 菌 水 の 一 日
あ た り の 供 給 回 数 は 一 定 で あ っ た （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ３ ， ４ 参 照 ）
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